
第 1 回犯罪被害者等支援条例制定に係る懇話会 次第 

 

 

日 時：平成 31 年３月 29 日（金）14 時～16 時 

場 所：大阪市役所 屋上階（P1）共通会議室 

 

 

１ 開会 

 

２ 委員及び出席者の紹介 

 

３ あいさつ（市民局理事） 

 

４ 議題 

（１）座長及び副座長の選任について 

 

（２）犯罪被害者等支援に関する状況について 

 

（３）犯罪被害者等支援条例の制定について 

    

５ 事務連絡 

 

６ 閉会 


